
◇　主　催　　　　　　熊本県中学校体育連盟　　熊本県教育委員会
◇　共　催　　　　　　　　　天草市教育委員会　　上天草市教育委員会　　苓北町教育委員会　　宇城市教育委員会

　　宇土市教育委員会　　美里町教育委員会　　　熊本市教育委員会
◇　期　日　　　　　　令和元年７月２０日(土)
◇　場　所　　　　　　植木町弓道場（〒861－0136　熊本市北区植木町岩野238－1　　TEL　096－272－3991）

１　競技名　　　　　　弓　道

２　参加資格
　　(1)　県下中学校に在籍している生徒で、郡市代表と認められた単一校で編成されたチーム及び個人であること。
　　(2)　監督は、当該校の校長・教員・部活動指導員とする。
　　(3)　教員・部活動指導員以外のコーチは校長の認めた者とする。

３　参加料 　　参加選手一人につき７００円とする。参加申込後の返金はしない。

４　参加制限
　　(1)　男女各郡市３チーム（団体戦）とする。但し、１校より１チームとし、男女混成のチームは認めない。
　　(2)　チーム編成は、監督１名、選手３名、補員２名の計６名とする。
　　　　※なお、監督１名、選手２名での団体戦参加も可能とする。
　　(3)　個人戦は、学校代表の部、２年生以下の部とし、各郡市より５名以内とする。但し、同一校からは３名
　　　　 までとする。

５　競技方法
　　(1)　団体戦　　○　予選：各自４矢２立（８射）計２４射の的中制とする。上位４チームが決勝進出。同中の場合の
　 　　　　 　　　　　　　　　　　 順位決定方法は各自１射（チーム３射）の的中制による。
　　　　　　　　　　　○　決勝：４チームによるトーナメントを行う。同中の場合の順位決定方法は各自１射（チーム３射）
        　　　　　　　　　　　　　 の的中制による。３位決定戦は行わない。
　　(2)　個人戦　　○　予選：各自４矢２立（８射）の的中制とする。学校代表の部は４中以上、２年生以下の部は
　　        　　　　　　　　　　　 ３中以上的中した者を予選通過とする。但し、団体戦に出場した者は団体の部での結果を
        　　　　　　　　　　　　　 個人の部での的中数とする。途中交代者は不足射数のみ競技し、団体の部での結果に
　　 　　　　　　　　　　　　　　 加算したものを的中数とする。
　　　　　　　　　　　○　決勝：部・男女ごとに射詰めを行う。同中の場合の２位以下の順位決定方法は遠近法により
　　 　　　　　　　　　　　　　　 ３位決定まで行う。優勝決定戦は射詰めによる。全中により８射までに決定しない場合は
　 　　　　　　　　　　　　　　　 小的（直径２４cm）に変更して競技することもある。
　　(3)　団体戦は予選を立射の順次打ち起こしとし、制限時間は６分３０秒とする。決勝は坐射とし、制限時間は
　　　　 ７分３０秒とする。（３０秒前に予鈴を鳴らし制限時間で本鈴を鳴らす。本鈴後の的中は無効とする。）
　　　　 また、個人戦は予選・決勝とも団体戦に準ずるが、制限時間は設けない。
　　(4)　審判及び補助役員については県中体連関係者及び県中体連が依頼したものによる。
 
６　競技規則
　　　（公財）全日本弓道連盟の競技規則及び本大会監督会議の申し合わせ事項による。

７　その他
　　(1)　監督が役員を兼ねる場合は、監督の代行として当該校の生徒が射場に入場することを認める。
　　(2)　補員との交代は競技開始後２回だけ認める。監督会議時の交代申し出は１回に数えない。立順の変更は
　　　　 認めない。行射の途中での交代は認めない。交代によって立から外れた選手の再出場は認めない。
　　　　 交代する際は、速やかに所定の交代届を審判席に提出する。
　　(3)　団体の選手は右腰にゼッケンをつける。（１８cm×１２cm） （例）
　　(4)　個人戦のゼッケンは主催者側で準備する。 郡市名

　　(5)　大会事情が変化した場合（学校数増加など）は、試合方法について 学　校　名
　　　　 専門委員会で検討し、変更することがある。 立順

　　(6)　選手の登録は、７月１０日（水）必着で次へ申し込むこと。

　　(7)　各学校の引率の先生には、役員をしていただくこともあります。
　　(8)　熊本県中体連では別紙個人情報保護方針に基づき、熊本県中体連が保有する情報の適正な管理と保護
　　　　　に努めます。
　　(9)　各学校の校長・副校長（教頭）はベンチ入りを認めます。

熊本県中学校総合体育大会弓道競技大会要項

　
〒865-0055　玉名市大浜町1765-8　玉名市立有明中学校　　小松隆史　宛

　　TEL.　０９６８－７６－０１３６　　　　　FAX　０９６８－７６－０１４０

令和元年度

    (4)  参加生徒及びチームの引率者，監督，部活動指導員，教員外指導者等は，部活動の指導中における暴力・体
          罰・セクハラ等 （以下、暴力等）により，任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていない者であることとす
          る。校長はこの点を確認して，  大会申込書を作成する。なお，教員外指導者は校長から暴力等に対する指導
          措置を受けていないこととする。
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